
令和５年８月７日 
四国電力株式会社 

 
「伊方発電所 原子力事業者防災業務計画」の主な修正内容 

 

 

原子力災害対策特別措置法第７条第１項の規定に基づき、「伊方発電所 原子力事

業者防災業務計画」を以下のとおり修正します。 

 

 

１．原子力災害医療の記載の充実 

原子力災害医療活動について、原子力事業者および原子力安全研究協会の間

で協議を実施し、合意が得られた医療関連資機材および原子力安全研究協会の

組織概要等の記載を追加する。 
 

２．緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る原子力規制庁との会合を踏まえた

修正 
（１）「全ての原子炉停止操作の失敗（ＧＥ１１）」の判断基準解釈について、原

子力災害対策指針等の「全ての原子炉停止操作」には、特定重大事故等対処

施設からの原子炉停止機能も含まれるとの見解が示されたことから、特定

重大事故等対処施設からの原子炉停止機能を追加する。 
（２）「原子炉制御室他の機能喪失・警報喪失（ＧＥ５１）」の判断基準解釈につ

いて、原子力災害対策指針等で要求されている機能を明確化する。なお、こ

の修正によるＧＥ５１の判断に変更はない。 
 

 ３．伊方１号機廃止措置計画に伴う修正 
１号廃棄物処理設備排水モニタが廃止（本年度末に廃止予定）となるため、

防災資機材の台数変更および緊急時活動レベル（「通常放出経路での液体放射

性物質の放出（ＥＡＬ０３）」）の判断基準から除外する旨の注釈を記載する。 

 
 ４．伊方３号機非常用電源系統運用見直しによる修正 

１，２号機廃止措置の進捗状況および非常用ガスタービン発電機、特定重大

事故等対処施設設置に伴い非常用電源系統の構成が変更され、２－３号機間電

源融通ラインの運用を廃止した。そのため、当該ラインの６－３Ｄ号機間連絡

遮断器（５２Ｔ３Ｄ）の情報をＥＲＳＳへ伝送する必要性がなくなった。これ

を受けて、当該遮断器情報は来年度にＥＲＳＳへの伝送を停止することから、

その旨を記載する。 

 

  



  
 

 ５．地震情報反映に伴う通報連絡様式の修正 
   先行電力の事業者防災業務計画修正に係る面談において、原子力規制庁から原

子力事業者に対して地震情報に係る協力要請があったことから、通報連絡様式

を修正する。（警戒事態該当事象発生連絡、警戒事態該当事象発生連絡後の状

況連絡、第１０条通報、第２５条報告） 

 
 ６．その他、記載の適正化 

以   上 


